
                 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  令和7年12月1日 発行 

 

 

静岡県宅建政治連盟  

━━━━━━━━━  〒420-0839 静岡市葵区鷹匠3-18-16（静岡県不動産会館内） TEL.054-246-7175  FAX.054-245-9730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高市内閣発足 
初の女性首相 

県内ゆかりの３人が入閣 
  自民党の高市早苗総裁（６４）は１０月２１日、衆参両院本会議

の首相指名選挙で第１０４代首相に選出された。女性の首相就

任は憲政史上初。皇居での首相任命式と閣僚認証式を経て自

民、日本維新の会による連立政権が正式に発足した。高市首相

は同日夜、官邸で記者会見に臨み、初閣議で物価高対応を含

む経済対策の策定を指示すると表明。ガソリン税の暫定税率

廃止法案の成立と、「年収の壁」 引き上げにも意欲を示した。 
 

  静岡県にゆかりのある３氏が入閣したことで、長年にわたって支援してきた地元の関係者らからは喜びと期待の声が上

がった。復興相として初入閣した牧野京夫氏の後援会副会長を務める元金谷町長の大石好昭さん（８２）は、「旧金谷町か

ら初めての大臣。実直に仕事をしてきた成果。涙が出るほどうれしい」と笑顔を見せた。 

  城内 実氏の経済・財政､成長戦略担当相としての入閣に、後援会長を務める浜松市天竜区の医師・鈴木勝彦さん（８５）

は、「高市首相と同じく積極財政を唱えてきた。日本経済を上向かせて医療、介護の環境改善など社会保障改革にもつな

げてほしい」と語った。 

  片山さつき氏を長年支持してきた元県議の鈴木洋祐さん（82）は、元大蔵官僚の片山氏の財務相起用に「省内のことは

百も承知だろう。同省職員ともきちんと接して力を発揮してくれるはず」とエールを送った。   （R7.10.22 静岡新聞より引用） 

 

経済・財政 復  興 財務・金融 

 

 

 
 

  

 

 

 

本号の特集「宅建顧問市町議員団との意見交換会」の 

詳細については、静政連ホームページのデジタル版を 

ご参照ください。 
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   宅建顧問市町議員団との意見交換会を開催    
  県から市町への権限移譲を背景に、県内各地域に係る懸案事項については、市町に直接要望した方が当該地域にお

よぶ成果が詳細にわたって期待できる。本年度も８月から１０月にかけて、「宅建顧問市町議員団」 との意見交換会が

開催され、活発な議論が展開された。 

 

伊豆下田地区 ・ 伊東地区 ・ 熱海地区 

【日  時】 令和７年８月２９日（金）  １５時～１７時 

【場  所】 伊東商工会議所 

【出席者】 議員 ： （熱海市）稲村千尋   （伊東市）大川勝弘、鈴木絢子、村上祥平   （河津町）桑原  猛   （南伊豆町）安藤広和 

役員 ： 渡邊照芳 政連会長   佐藤  操 副幹事長   榎本光作 専務理事 

       (熱海)村上達也 地区幹事   鈴木宣弘 委員   佐藤由加 委員 

       (伊東)中川幸治 地区幹事   佐藤元彦 理事 

             土屋  聡 委員   森谷礼奈 委員   大高正次 委員   原  裕勝 委員 

       (下田)漆田和久 地区幹事   野口弘宜 理事   河合伸明 委員 

  地区テーマに沿って意見交換を行なった。 

①  熱海市では上下水道の調査を事前予約で行なっているので、業務

上緊急での調査が出来るように稲村市議にお願いをした。稲村市議より

事前に水道課に問合せして頂き、人手不足と来庁して頂いた方を待た

せないとの回答でしたが、再度予約制の撤廃とＰＣにて上下水道の閲

覧・印刷を要望した。熱海市では所有者・使用者の名義変更が複雑化し

ているため、伊東市の書式を紹介し簡素化をお願いした。 

②  下田市では計画 1 日最大水量が１０立方メートルを超える場合、加

入金とは別に 1 立方メートルあたり１１６,５０４円の負担金が水道利用者

に課せられる。水道負担金は免除して頂き予納金のみの支払いをお願

いした。 

③  固定資産税台帳の閲覧を要望したが、個人情報の法律があるため情報を開示できないが空き家対策との連動で再

度閲覧および職員の連絡を敏速に行なって頂くようにお願いをした。 

④  分譲地内の用途地域における建蔽率・容積率が厳しいので、用途

地域の変更をお願いした。市議は都市計画課に変更が可能か、また何

の書類が必要か聞いて返事を頂けるとのこと。 

⑤  伊東市の高度地区内では１０階までしか建物が建てられないので

約２０年、市内にはマンションが建設されていない。人口増加や景気回

復を含め、高度地区の撤廃をお願いした。→調査後、返事を頂ける。 

⑥  伊東市の村上市議より、宅建業者が４２条２項道路（４ｍ以下）に面

した不動産の売買を依頼された場合は、セットバック部分を分筆し市役

所に道路として寄付をして頂きたいと依頼があった。 

 

 

三島田方地区 

【日  時】 令和７年９月４日（木）  １５時より 

【場  所】 三島市民文化会館 

【出席者】 議員 ： （三島市）甲斐幸博、佐野淳祥   （函南町）山内洋平   （清水町）田代  稔 

役員 ： 渡邊照芳 政連会長   佐藤  操 副幹事長   佐藤 正 監査    

       田中健一 理事・東部副支部長   鈴木直司 理事   田村康晃 委員   石井松枝 委員   竹下宜宏 委員 

地区テーマ① 

  三島田方地区の関係市町（二市二町）の内、既に利用を開始している「かんなみわが町マップ」のように、道路・上下水道

等のインフラ設備または用途地域等が市町のホームページから一元に閲覧できるシステムを取り入れて頂きたい。 
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（三島市・佐野議員） 

  今年度国の交付金２,０００万円、市の予算２,０００万円を使い、合計

４,０００万円で同等レベルのものを外注で、デジタル戦略課が主幹と

して、土木課・市民課・企画課等関係部署と連携を取りながら制作中

です。来年の２月頃にはリリース出来るよう進めています。 

（佐藤 操・地区幹事） 

  三島市では道路台帳の閲覧は出来ますが、利用しにくいところが

有りますが、その辺りはいかがでしょうか？  

（三島市・甲斐議員） 

  以前にもこの会合でその問題が出て市へ要望させて頂いたところ、

他も参考にしながら検討していくとの事でした。  

（函南町・山内議員） 

  そもそもはコロナ過の来庁者を削減する目的で制作され、期間

は令和４年から１年間ほどで、費用は総事業費が約２,６００万円の

うち交付金２,２６０万円で完成いたしました。来庁者の削減につき

ましては当初１０％を見込みましたが、実際には 51％の減少という

調べもあります。また住民へのサービスの向上と職員の業務も減

少していると思われます。ランニングコストは年間３００万円程で管

財課が管理しています。町のＨＰから外部リンクで３５種類ほどの

マップに繋がるようになっています。 

（清水町・田代議員） 

  道路台帳のみ公開中。下水道の整備の進捗状況により、導入の方向ではいる。 

地区テーマ② 

  国の宅地造成及び特定盛土規制法が令和７年５月２６日より運用が開始され、また静岡県の盛土環境条例が制定され  

ておりますが、各市町の盛土に関して条令等に基づく現状及び今後の方向についてご教示願います。  

（三島市・甲斐議員） 

  県と国との方針に少し差が有るようです。三島市の条例では500㎡・500㎥を超える盛土が規制に掛かり、届け出が必

要。但し30ｃｍ未満の盛土については適応外。  

（函南町・山内議員） 

  町の調べで函南町の条例に抵触する不適切な盛土が３ヶ所見つかり、そのうちの１ヶ所については指導に従わないため

に、所長が逮捕された経緯も有る。現在では500㎡・500㎥を超える盛土は規制が掛かり届け出が必要。現在も県と連携

して調査・指導を行っている。  

（渡邊 政連会長） 

  行政ごとに条令等が違うのは、業務をする上でも大変に支障がありますので、せめて近隣市町では基準を合わせるよう

な方向に持って行っていただければと思います。また同じ盛土でも処分型と開発型とは内容が違うので、行政は各状態に

応じての対応も考えて頂きたいです。  

 

 

沼 津 地 区 

【日  時】 令和７年８月１９日（火）  １５時～１６時 

【場  所】 プラサヴェルデ 

【出席者】 議員 ： 渡邉博夫  久保田吉光 

役員 ： 佐藤  操 副幹事長   久保田吉光 地区幹事 

        石黒  巌 常任幹事・東部支部長   石山輝明 東部副支部長   小野誠一郎 理事 

        飯塚忠彦 委員   塩川智史 委員   池田太郎 委員   細野哲司 委員   内田克彦 委員   藤田大夢 委員 

１．空き家対策の更なる推進 

  空き家バンク制度の運用が明確でない。単なる空き家と特定空き家とは明確に対応が異なるが、実際の運用を宅建業

者が協力できるように周知してもらいたい。また、行政から所有者へのアプローチをもっと強力にしてもらいたい。 
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２．市街化調整区域の活用と運用の見直し 

  調整区域内の既存宅地や既得権活用に関する運用をも

っと弾力的にしてもらいたい。また、市街化区域内の５条の

転用に関しても、農業委員会は月１回の開催だが、他市町は

２回開催している。静岡市の市街化区域の転用は数日で下

りているとのことで迅速な対応を望む。 

３．沼津市の都市計画の将来像と宅建業者の役割 

  中心市街地や市街化調整区域における新たな都市計画

の策定があるが、一過性の広報だと十分に周知や理解がさ

れない。協会として、市の所管の職員を呼んで説明会の開催をしてもらいたい。 

４．高齢者・相続発生後の不動産流通円滑化策 

  終活、相続相談を含めた不動産の生前整理の支援について当局との協議会を開いてもらいたい。売却、活用相談の窓

口を行政と宅建協会とで協働できる体制は出来ないだろうか。 

５．沼津市のデジタル化・AI活用と不動産業の連携 

  電子地図情報を活用した情報発信について「わが街マップ」のようなシステムの導入をしてもらいたい。「パスコ社」によ

るそれは県内１９市町で導入されていて利便性に優れている。 

６．景観法・屋外広告物条例の運用の明確化 

  重要事項説明で使用する景観法の内容はもっと簡略化した

ものを作って欲しい。 

７．災害対策・宅地の安全性情報の共有 

  防災アプリや自治会を通じて発信している防災情報はかな

り住民に周知されてきたが、土地取引の際に説明する防災・避

難情報などは宅建業者との連携を図ったらどうか。 

８．市営住宅・公共施設跡地の利活用に関する情報共有 

  当局より市外からの転入希望者や用地取得の希望者の情

報は、協定により提供があるが、市が保有する未利用地の公

募売却・利活用に関する情報提供もできればしてもらいたい。 

 

 

駿 東 地 区 

【日  時】 令和７年８月２９日（金）  １５時３０分〜１７時 

【場  所】 富士山市民のサロン けやきかん 

【出席者】 議員 ： （御殿場市）中島宏明   （裾野市）土屋主久   （小山町）室伏辰彦 

役員 ： 赤沼道也 地区幹事   加藤正弘 理事・東部副支部長   鈴⽊⼀史 理事 

       横山英二 委員   内海典丈 委員   江川由香 委員 

議題 1 ： 空き家対策（農家分家住宅の転⽤緩和について） 

（現状と問題点） 

• 農家分家住宅は、親の高齢化・他界後に子が使⽤せず、

空き家化するケースが増加。 

• 転⽤（⼀般住宅としての売却）は厳しい条件下のみ許

可されるため、売却が困難。 

• 買い⼿側にも資産要件があるため、購⼊希望者が⾒

つかりにくい。 

• 結果として、地域に空き家が残り続ける。 

議論のポイント 

• 御殿場市および近隣地域全体で共通する問題。 

• 高齢化・⼈⼝減少が進む中で空き家対策は急務。 

• 都市計画法の制約により、市として独⾃に緩和する

ことは現状難しい。 

（提 案） 

1. 緩和条件の設定 

• 「3 年以上空き家が⾒込まれる場合」など、⼀定条件

下で転⽤を認める仕組みの検討。 

• 御殿場市が導⼊している都市計画制度の適⽤範囲拡

⼤。 

• ⼩⼭町の事例を参考に制度化を検討。 

2. ⺠泊活⽤ 

• 分家住宅を⺠泊として活⽤する案。 

• 住宅密集地以外では近隣トラブルのリスクが低く有
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効。 

• ⺠泊営業⽇数制限（年間 180⽇）の考慮が必要。 

懸念事項 

• 名義変更未了による相続問題。 

• 贈与税の負担を避けるため贈与をためらう所有者が

いる。 

結論・今後のアクション 

• 潜在的空き家数を把握するため、市の担当部署に調

査依頼。 

• 業界団体として要望書を作成し、市議会議員と連携

して働きかけを行なう 

• ⼩⼭町事例を調査し、制度導⼊提案を具体化。 

議題 2 ： 開発行為における公共施設（ゴミステーショ

ン等）の帰属 

（現状と問題点） 

• 道路は市帰属可能だが、ゴミステーションは市が受

け取らない。 

• 分譲業者が所有し続けるか、購⼊者に共有で引き渡

すかの⼆択。 

• 所有者が不明確になると、管理困難・差押え・第三者

譲渡リスクが発⽣。 

（議論のポイント） 

• 昭和 51 年の都市住宅部⻑通知では、本来市町村が管

理すべきとされている。 

• 市の拒否は県の指導⽅針に反している可能性。 

• ゴミステーションは公共性が高く、市が引き取るべき。 

提案・今後の対応 

• 公園や緑地と併設し、市に引き渡す⽅法を協議。 

• 市が拒否する根拠を明確にするよう要請。 

• 他⾃治体（⼩⼭町等）の事例を調査し、横並びでの対

応を求める。 

議題 3：開発道路における転回広場設置基準 

（現状と問題点） 

• 市が求める転回広場の⾯積が過剰ではないかとの疑

問。 

• 過剰な要求により⼟地を無駄に消費。 

• 市の内部基準が公開されておらず職員の裁量に依存。 

（議論のポイント） 

• 転回広場の必要性は理解するが、コンパクトな基準

で⼗分。 

• 基準公開と明確な根拠が必要。 

（今後のアクション） 

• 開発許可技術指導基準を調査。 

• 基準⾒直しを市に要望。 

• 他市の事例を調べ、合理的な基準案を作成。 

議題 4：御殿場市の開発行政における課題と改善策 

• 道路幅員や転回広場に関する独⾃の基準（⾮公開）が、

開発を困難にしている。 

（議論のポイント） 

• 市⺠・業者の意⾒集約が必要。 

• 議会質問を活⽤して問題提起。 

• 他市事例・県指導基準を活⽤し論理的に交渉。 

（今後のアクション） 

• 課題整理と要望書作成。 

• 市議会議員と連携して改善を求める。 

• 国会議員・県議会議員とも連携を検討。 

 

 

富 士 地 区 

【日  時】 令和７年９月３日（水）  １５時３０分～１８時 

【場  所】 富士ロゼシアター 

【出席者】 議員 ： （富士市）笠井  浩   （富士宮）諏訪部孝敏 

役員 ： 佐藤  操 副幹事長   手島和久 地区幹事   藤田昭一 宅建副会長   石川勝也 理事・東部副支部長 

        赤堀  祐 理事   増田公洋 委員   村松美也子 委員   磯邉嘉将 委員   高木哲士 委員 

       深田英功 委員   植田恵梨奈 委員   鈴木一永 委員   影山裕香 委員 

 

要望①  富士市・富士宮市 

  富士タウンマップ及び宮マップの公表は大変ありがたいものではあるが、各々長短所があり結局市役所に調査に出向く

ことも多い。更なる充実を要望する。 
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（協議内容） 

・マップが公開され、以前より調査がスムーズにいくことに

お礼を述べ、参考資料として両市のマップの比較表を作成

し説明した。（手島幹事） 

・市議及び役員で、より使いやすいマップの修正点を協議

した。 

・三島市ではそういったマップは現在無く、各課のホームペ

ージから入っていく状況。（佐藤副幹事長） 

・富士市では、基準法上の道路種別・上水道の取り出し管径

のマップ上公開を求めた。 

・富士宮市では、消防水利・河川網図・上下水・埋蔵文化財のマップ上公開を求めた。 

・両市競い合ってより良いマップ作りを進めていただくよう要望し、両市議の賛同を得た。 

・市長あての要望書を提出することとした。 

要望②  富士市・富士宮市 

  自己所有地上に他者の所有する可能性がある建物が有り（未登記）売買に支障が出た。課税状況を資産税課に問い合

わせたところ、個人情報保護法を理由に断られてしまう。実際に土地所有者は困っており、個人に情報を教えられないの

であれば、市役所から課税されている方に連絡を取るなど柔軟な対応をお願いしたい。 

（協議内容） 

・実際に会った事例を基に説明をした（石川地区長） 

・個人情報保護法は国の法律であり市の行政の範囲ではないが、必ずしも個人情報に当たらないものも情報開示しても

らえない場合もある。市役所は市民の立場に立ち、各々の事例に対し柔軟に対応していただきたい。（藤田副会長） 

・登記済みの建物であっても実際は所有者不明の場合もあるので、課税状況の有無だけでも教えていただきたい。 

・市から課税対象者に対し、何らかのアプローチや説明をすることにより、空き家対策の解消や塩漬け不動産の有効活用

にもつながるのではないか。 

・自分でも状況調査をして、必要であれば市議会の一般質問に挙げることも考慮する。（両市議） 

・市長あての要望書を提出することとした。 

要望③  富士宮市の位置指定道路申請について 

  申請手数料５万円の根拠及び使い道を明らかにしていただき、できれば廃止していただきたい。位置指定道路は私道で

あるため、過大な計算書や構造図などの添付資料を減らし

ていただきたい（市街化区域内の流域水理計算・宅地内構

造物の構造図及び構造計算書等）。また、それらの資料を

求める場合は、寄付を受け付けていただきたい。 

（協議内容） 

・参考資料として両市の位置指定道路事務処理の比較表を

作成し説明した。（手島幹事） 

・前年度からの継続事案であり、都市整備部長には要望し

ていたが、今回改めて市長あてに要望することとした。 

 

 

清水地区 ・ 静岡地区 

【日  時】 令和７年９月１１日（木）  １５時より 

【場  所】 静岡市役所 静岡庁舎 

【出席者】 議員 ： （葵区）繁田和三   （駿河区）畑田  響   （清水区）堀   努 

役員 ： 佐々木富吉 政連副会長   山田博己 地区幹事   佐藤権一 監事   小林靖彦 宅建副会長 

       長谷川晃弘 常務理事・支部長   八木一人 理事・中部副支部長   稲葉秀隆 理事・中部副支部長 

       西川英司 理事   渡辺久美 理事   渡邊健一郎 理事   平岡利行 理事   櫻田博己 委員 

①所有者所在不明の空き家、空き地の管理者への連絡手段の提供について （平岡理事） 

  固定資産税の閲覧、書面などの送付などは「個人情報の目的外使用」となるため、実施することは困難。 

  【空き地】は、市が土地所有者を探索し、必要な指導、勧告、命令代執行を行うことができる。 
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  【空き家】は、「空き家等対策の推進に関する特別処置

法」第１０条に基づき、情報の一部が取得可能となり、管理

不全な所有者に対して、適正管理を要請する書面を送付

している。 

②「しずマップ」記載内容の改良について （櫻田委員） 

  「しずマップ（静岡市地理情報システム）」導入により、

「道路台帳情報」との統合を検討している。 

  【指定道路情報】は「しずマップ」へ移行すべく本年度作

業中。 

③静岡市空き家ワンストップ相談会における相談内容の事前提供について （西川理事） 

  次回相談会では、謄本、公図等の必要な図書は課で準備し、開催日の３日前までには提供します。 

④外国人、外国法人による不動産取得について （渡邊健一郎 理事） 

  国土利用計画法では今年度から届け出に国籍の記載を義務

付け、利用目的を把握している。全国規模の問題でもあるため、

国において議論がされるべきものと考えています。 

⑤空き家情報の共有スキームの確立について （八木副支部長） 

  「空き家何でも相談窓口」を新たに設置し市の担当課や各種専

門家と連携して、相談者に寄り添った対応を行っている。静岡市

側の窓口を一本化するためにも、静岡市・(一財)静岡市土地等

利活用推進公社・宅建協会の三者による協議を早急に行うこと

が決まった。 

 

 

しだはい地区 

【日  時】 令和７年９月５日（金）  １８時より 

【場  所】 小杉苑 

【出席者】 議員 ： （藤枝市）植田裕明   （焼津市）石田江利子、奥川清孝   （島田市）井上 篤   （牧之原市・相良）植田博巳 

役員 ： 渡邊照芳 政連会長   石川博敏 地区幹事 

       松本裕文 常務理事・中部副支部長   中島  篤 常務理事   丸山満由美 理事   坂本  繁 理事 

＜藤枝地区＞ 

  農地付き空き家の現状での取り扱いについて、現在空き家バン

クへの登録は３０件程ある。空き家バンクへの登録がないと対象に

ならない。それぞれの地区によって対応が異なっているので法律

が変わっても現状はあまり変わっていない。 

空き家専科の問題も県のほうではおかしいと言っているので問題

を提起した。 

＜焼津地区＞ 

  凌雲の会も空き家対策に積極的に取り組み始めた。空き家対策

の方にも聞き取り調査を行った様子である。少しずつ物件が増え

てきているとのこと。協会役員から市の職員への問題を提起した。

調整区域の線引きの見直し、調整区域内の物件び問題点を提起した。 

＜島田地区＞ 

  水道管を個人で持っているところが多い。そのためいろいろな問

題が発生している。市議の方でも承知している。水道局とも話をして

いる。いろいろ問題もあるため時間をかけて取り組んでいくとのこと。 

＜牧之原地区＞ 

  開発行為が各地区において取り扱いが違う問題について、特に吉

田町が違うことが多い。吉田町に市議がいないため顧問県議の分科

会において提案する。 
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中 遠 地 区 

【日  時】 令和７年１０月２３日(木)  １０時～１１時４５分 

【場  所】 掛川生涯学習センター 

【出席者】 議員 ： （袋井市）髙木清隆   （森町）中根信一郎   （掛川市）嶺岡慎悟     （菊川市）山下  修 

役員 ： 小田基浩 副幹事長   小澤典良 常任幹事・西部支部長   西郷航太 理事・副支部長 

       萩田鎭哉 理事   鈴木貴博 委員   村田佳之 委員   髙木正和 委員   清水ひとみ 委員 

①中遠地区各市町不動産市況について 

出席委員より各市町の現在の不動産市況を口頭にて各市

町の人気エリア、不人気エリア、おおよその坪単価、売れやす

い要因、売れにくい要因等の説明をした。 

②農地取得、下限面積撤廃による各市町の運用状況について 

農地取得下限面積撤廃による実際の売買実例を４件、ホワ

イトボードにて説明した。掛川、菊川、森町は即、農地法３条申

請が可能で柔軟な対応であるが、袋井市においては対応が異

なり、即３条申請を出せず、1～２年耕作し実績を作らないと申

請を受付しない状況であるため、髙木市議には他の市町との違いを市農業委員へ訴え、今後柔軟な対応が可能になるよ

うお願いした。 

③各市町PCサイトによるタウンマップの運用状況について 

  磐田、袋井、掛川、菊川、御前崎はタウンマップにて都市計画情報、上下水情報等を閲覧でき、物件調査がし易くなって

いる。掲載内容は市町により多少の違いがあるので更なる掲載内容の充実化をお願いした。また、森町についてはタウン

マップ自体の運営がないため早期に運営していただく様、町への働き掛けをお願いした。 

④その他 

  空き家、空地の所有者調査が難しく、個人情報を盾に所有者

特定に時間を要すので、固定資産税の通知を郵送（毎年５月）す

る際に、空き家、空地に関するアンケート等同封してもらうよう市

へ働き掛けを依頼。なお、袋井市については別紙アンケート等同

封しているとのこと。また、磐田市においては納税管理人に市か

ら連絡をとってくれる場合もあるとのこと。 

 

 

 

浜 松 地 区 

【日  時】 令和７年８月１２日(火) １３時３０分より 

【場  所】 クリエート浜松 

【出席者】 議員 ： 栁川樹一郎   太田康隆   花井和夫   倉田清一   齋藤和志 

役員 ： 小松幹和 地区幹事   平田文孝 地区幹事   小澤典良 常任幹事・西部支部長 

        内田  光 常務理事・西部副支部長   瀧本健司 理事・副支部長   白栁 卓一 委員 

1. 中山間地等の空き家問題について 

  宅建協会と浜松市との連携がうまくとれていないので、窓

口を指定して迅速な連携が取れる体制を構築したい。空き

家になり所有者が他界した場合の相続人へのアプローチが

むずかしい。浜松市との情報交換ができないか。中山間地

の空き家に宅建協会会員より買主及び借主をご紹介する場

合は、受け入れる側の持ち主にも協力が必要。特に、過度な

買主への購入のための条件は出来る限りハードルを下げて

欲しい。 
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2. 市街化調整区域内の限定宅地の取り扱いに関する要望 

①登記簿への地目の記載に限定宅地とわかる表記を加える。 

②大規模既存集落制度や分家などで限定宅地とした宅地は居

住から２０年程度で線引前宅地と同等の扱いとする。 

③資格の無い者が限定宅地上の居住用建物を取得した場合、

取得から２０年程度でその限定宅地上の建物の建て替えの権

利を取得できるようにする。 

 （現状と問題点） 

※ ②③の場合、大規模既存集落用地などで転用した場合の

土地評価額が上がる可能性がありますが、転用時もしくは、２０年後の建て替え権利取得の際に、一定の税負担を所有

者に課する必要があるかもしれません。 

※ 建て替え可能な宅地への将来性から大規模既存集落や分家の権利を悪用して既存宅地と同等の評価で売買する可能

性があります。 

※ この問題は１０数年前より宅建協会のみならず行政書士会などからも問題提起があって、担当課も真摯に受け止めて

います。行政書士会と同時期に提案書を出して頂ければ担当課に話しやすいので、是非行政書士会と同じタイミング

で提案したいと思います。 

 

 

 

 地元国会議員への陳情活動 

令和８年度 税制改正及び土地住宅政策等に関する要望   
  国に対する要望活動、とりわけ「税制改正」「土地住宅政策」に関する要望については、全宅連（全国宅地建物取引業協会連

合会）の作成した要望書に基づき、例年、衆参国会議員を通じ全国一斉に陳情活動を展開している。本年は発足間もない高市

政権に対し、日頃より当連盟の活動に理解のある県内国会議員を通じ陳情活動を行なった。 

  税制関係                                                          ★ 今回の重点要望事項 

１． 各種税制特例措置の延長 

  以下の特例措置については、いずれも国民の住宅取得支援、良質な住宅の供給・流通促進及び地域経済の活性化等を

図るうえで不可欠な措置であることから、適用期限を延長すること｡ 

（１）低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の延長  ★ 

  低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得（１００万円控除）について、低未利用地の適切な利用・管理を促進する

ための特例措置の適用期限（令和７年１２月３１日）を延長すること。 

（２）住宅ローン減税制度の延長  ★ 

  ① 住宅ローン減税制度の適用期限（令和７年１２月３１日）を延長すること。 

  ② 子育て世帯等の住宅の環境性能等に応じた借入限度額の上乗せ措置を延長すること。 

  ③ 床面積要件の緩和特例（４０㎡）を延長すること。 

  ④ その他、現下の住宅市場動向（住宅金利の上昇、既存住宅の需要拡大等）を踏まえ必要な見直しを行うこと。 

（３）新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長  ★ 

  新築住宅に係る固定資産税を３年間（マンションについては５年間）２分の１に減額する特例措置の適用期限（令和８年３

月３１日）を延長すること。 

（４）土地の売買に係る登録免許税の軽減税率の据え置き 

  土地売買の所有権移転登記に係る登録免許税の軽減税率について、現行の税率（1.5％）を令和８年４月１日以降も据え

置くこと。 
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（５）不動産取得税に係る特例措置の延長 

  新築住宅用土地の軽減措置を受ける場合の、土地取得後住宅新築までの期間要件を３年（原則：２年）とする特例措置及

び新築住宅に係る宅建業者のみなし取得日を住宅新築から１年を経過した日（原則：６ヶ月）とする特例措置の適用期限

（令和８年３月31日）を延長すること。 

（６）居住用財産の譲渡に係る各種特例措置の延長 

  居住用財産の譲渡に係る以下の特例措置の適用期限（令和７年12月31日）を延長すること。 

① 居住用財産の買換えに係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 

② 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例 

③ 特定の居住用財産を買換え等した場合の譲渡益課税の繰延制度 

（７）その他適用期限を迎える各種税制特例措置の延長  ★ 

①既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化リフォームに 
  係る所得税の特例措置・ 

令和７年１２月３１日 

②既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る固定資産税 
  の特例措置 

令和８年 ３月３１日 

③省エネ性能等に優れた住宅の普及促進に係る特例措置（不動産取得税・固定資産税） 令和８年 ３月３１日 

④老朽化マンションの建替え等の促進に係る特例措置 令和８年 ３月３１日 

⑤優良住宅地の造成等のために土地等を売った場合の税率軽減の特例 令和７年１２月３１日 

⑥特定の事業用資産の買換えの特例 令和８年 ３月３１日 

⑦法人の土地譲渡益重課制度及び個人の不動産業者等に係る土地譲渡益重課制度 
  の適用停止措置 

令和８年 ３月３１日 

⑧特定住宅被災市町村の区域内にある土地等を譲渡した場合の２，０００万円特別控除 令和８年 ３月３１日 

⑨災害ハザードエリアからの移転促進のための特例措置（登録免許税） 令和８年 ３月３１日 

⑩相続税等の納税猶予を受けた農地を公共事業の用に供するために譲渡した者に 
  対する利子税の免除特例措置 

令和８年 ３月３１日 

 

２． 土地建物等の譲渡所得に係る概算取得費（５％）の見直し 

  保有期間が長期間に渡る土地建物等（例えば、相続等で取得した空き家・空き地等）の流通・利活用を促進するため、土

地建物等に係る概算取得費（譲渡収入金額の５％）を引き上げること。 

 

３． 各種特例措置等の要件の緩和 

（１）床面積要件の見直し 

  住宅ローン減税および贈与税非課税措置については、新築の場合に所得制限を設けた上で床面積要件が緩和されたが、

住宅ローン減税等以外の各種特例についても床面積要件を４０㎡以上に緩和すること。 

（２）二地域居住住宅への適用 

  空き家問題への対処、地方部への移住・定住・二地域居住の促進策として、二地域居住住宅（セカンドハウス）の取得につ

いても住宅ローン減税の適用対象にすること。  

 

４． 空き家・空き地対策推進のため税制特例の創設 

① 譲渡を前提に空き家を解体し更地にした場合、一定期間は住宅用地の固定資産税特例措置（小規模住宅用地１／６、

一般住宅用地１／３）の適用対象とすること。 

② 空き家・空き地等の有効活用を図るため、一定の空き家（空き家バンク登録物件等）・空き地（隣地等）を取得した場合 

の不動産流通課税（登録免許税、不動産取得税、印紙税）に係る軽減措置を創設すること。  

 

５． 所有者不明土地等の発生抑制のための税制措置 

  所有者不明土地・建物の発生抑制のため、土地の相続に係る所有権移転の登記等の登録免許税の免税措置の要件を緩

和するとともに、建物についても、土地と同様の措置を講じること。 
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６． 総合的な流通課税の見直し 

  将来的に消費税率の更なる引き上げが考えられることを踏まえ、不動産取得税の見直しや、不動産取引に係る電子取引

への印紙税を課税しないことも含めて印紙税の廃止等、不動産流通に係る多重課税を抜本的に見直すこと。 

 

 

  政策関係   

１． 銀行の不動産仲介業参入および保有不動産の賃貸自由化の阻止  ★ 

  知名度と豊富な情報量を持つ銀行に不動産仲介業等を認めれば、市場独占が生ずるとともに過剰融資や不動産仲介に

おける抱き合わせ営業による利益相反やモラル・ハザードが起き、消費者や不動産市場関係者に不利益をもたらすことから、

断固阻止すること。また、保有不動産の賃貸業務については、金融庁の監督指針の厳格な運用を図ること。 

 

２． 既存住宅市場の環境整備及び流通活性化等への対応 

  良質な既存住宅の安心・安全な取引ができる市場環境の整備及び流通活性化を促進するため、以下の制度整備をすること。 

   ① 建物状況調査、既存住宅瑕疵保険、フラット３５等の各制度において実施されている検査等を合理化し利便性の高い

仕組みを構築すること。 

   ② 国の施策である「安心Ｒ住宅」の普及促進を図るため、対象となる住宅の融資等に係る環境整備を図ること。 

 

３． 宅地建物取引業者・宅地建物取引士の業務範囲の拡大 

（１）空き家所有者に係る情報活用のための環境整備 

  空家等対策の推進に関する特別措置法により空き家所有者情報（固定資産税課税情報等）が自治体内部で共有される

こととなったが、急増する空き家の流通を促進するために「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン」に基づく各

自治体の情報提供制度を確立すること。さらに、改正空家等対策の推進に関する特別措置法で創設された「空家等管理活

用支援法人」については、各地の宅地建物取引業協会が指定されるよう支援するとともに、空き家流通の中心的担い手とな

る宅建業者が所有者情報を活用できるための仕組みを構築すること。 

（２）特定事務受任者や各種管理人等への宅地建物取引士の登用 

  空き地・空き家流通や相続登記促進のため、他士業が認められている住民基本台帳法に定める「特定事務受任者」や戸

籍法に定める交付の請求権者について、宅地建物取引士も含めること。さらに、改正民法等で創設された所有者不明土地・

建物管理人や管理不全土地・建物管理人に宅地建物取引士を選任すること。 

 

４． 所有者不明土地等の流通促進に係る制度改善 

（１）相続時国庫帰属制度の制度改善 

   現行の相続土地国庫帰属制度における引き取ることができない土地の要件を緩和し、対象範囲を拡大すること。  

（２）不要となった空き地・空き家の寄付を受け入れるための制度整備 

  放置空き地・空き家の増加を抑制するため、自治体の寄付の受け入れ要件が緩和されるよう必要な制度整備を行うこと。 

（３）私道の掘削・承諾の簡素化 

  共有私道のうち所有者の所在が不明な場合には、所有者の検索に多大な時間と労力を要することから、共有者の一人か

らの承諾のみで下水道、水道、ガス管の掘削が可能となるよう必要な制度整備を行うこと。 

 

５． 農地法の改善 

  農地法第５条の農地転用許可制度について、以下の見直しを行うこと。 

   ① 都市計画区域内の市街化調整区域について、都市計画法第 34 条 11 号に伴う開発許可を得た場合には、宅地造

成のみの転用を許可すること。 

   ② 非線引き都市計画区域内の用途地域の定めのある区域内においては、農地転用手続きを許可制でなく届出制にす

ること。 
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６． 定期借家制度の改善 

  空き家等の住宅ストックの有効活用を図るため以下の見直しを行い、定期借家制度をより使い勝手のよい制度とすること。 

   ① 契約締結の際の書面による貸主からの事前説明義務を廃止すること。 

   ② 契約期間が１年以上の場合の、期間満了の１年前から６ヶ月前までの間に交付が義務づけられている終了通知を廃

止すること。 

 

７．不動産登記制度の改善 

  不動産流通コストの軽減及び取引の円滑化を図るため不動産登記制度について、以下の改善を行うこと。 

   ① インターネット登記情報提供サービスによって提供される登記情報について、法務局の窓口にて交付される登記事項

証明書と同様の証明機能を付与すること。 

   ② 登記事項証明書等の交付手数料等を引き下げること。 

 

８. 不動産関連情報基盤の充実及び不動産取引に係る書面の電子化についての環境整備 

   ① 地方自治体において公開される各種情報（上下水道、道路、建築関係、ハザードマップ等）について、証明機能の付与

等、法制度上の整備を図ったうえで、Ｗｅｂ上での閲覧、交付を可能にすること。 

   ② 対面によらない契約手続きへの需要が高まっていることから、不動産取引における電子契約に係る環境整備を行な

うこと。 

 

９．不動産流通コストを踏まえた業環境の改善  

  不動産業ビジョン２０３０（平成３１年４月策定）で「複雑化、高度化した宅地建物取引士が果たすべき役割、機能、処遇のあ

り方、地域性を踏まえた流通コストの負担のあり方について検証する」と指摘されていることから、宅地・建物の貸借に係る媒

介報酬について実態を踏まえて見直しをすること。 

 

 

 

陳情先 地元国会議員 （順不同）  

（敬称略、丸数字は当選回数） 
 

 

衆議院議員 衆議院議員 衆議院議員 衆議院議員 衆議院議員 衆議院議員 

  

 

 
 

    

 上川 陽子 

（衆⑧） 

井林 辰憲 

（衆⑤） 

深澤 陽一 

（衆③） 

細野 豪志 

（衆⑨） 

勝俣 孝明 

（衆⑤） 

城内   実 

（衆⑦） 
 

参議院議員 参議院議員 参議院議員  

     
 
 
 

 牧野 京夫 

（参③） 

若林 洋平 

（参①） 

片山さつき 

（衆①・参③） 

 

 

 

  １０月２２日、東京で開催された宅地建物等対策議員連盟 （衆参国会議員１２６名で構成） の総会終了後、当連盟 渡邊会長及び小林

幹事長が上記９名の国会議員の各議員会館事務所を尋ね、今回の要望について陳情しました。 
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  Topics！ 外国人政策   

不法滞在・土地取得 厳格に 
政府､外国人規制強化に着手 

土地取引規制、実務は煩雑 
 

  高市早苗首相は１１月４日、首相官邸で外国人政策に関する関係閣僚会議を開いた。不

法滞在者の対策や土地取得の規制について検討するよう指示を出した。外国人による社

会保険料の未払い防止や運転免許証の切り替え手続きについても協議した。外国人政策

の厳格化は１０月にまとめた自民と維新の連立政権合意書に盛り込まれており、保守色

の強い高市政権の目玉政策だ。 （R7.11.5 日本経済新聞・毎日新聞より引用） 

 

  外国人政策のテーマの一つが不法

滞在者への対策だ。２０２５年１月時点の

不法残留者は前年比５.４%減の７万４８

６３人だった。１９９０年代に３０万人に迫

ったが、取り締まり強化により２０１０年

に１０万人を切った。１５年以降は概ね横

ばいとなっている。一方、在留外国人の

総数は増加している。出入国在留管理

庁によると、２５年６月末時点の在留外

国人はおよそ３９５万人。２２年から年率

およそ１０%のペースで伸びている。 

  首相は「ルールを守って暮らす外国

人の方々が住みづらくなるような状況

をつくってはならない」と関係閣僚に伝

えた。入管庁は５月に「不法滞在者ゼロ

プラン」を打ち出した。入管職員の護送

を伴う強制送還者数を３年後に倍増さ

せ、退去強制命令が確定しても日本に

留まる外国人を減らすことが柱だ。同

庁幹部は「適切な規制が結果的に排外

主義を抑えることにも繋がる」と話す。 

  会議では外国人による土地取得のル

ールのあり方も議題に上がった。首相

は外国人の投機的な取引によって不動

産価格が高騰し、国民に適正価格で住

居が行き渡らないことを問題視する。

国境離島や原子力発電所など重要施

設周辺の土地を外国人が所有すること

による安全保障上の懸念もある。 

  海外では外国人の不動産取得を規

制している国も多い。カナダは外国人

の住宅購入を禁じる。シンガポールは

外国人の住宅購入に不動産価格の

60％を課税する。米国でも複数の州

で外国人の不動産購入が制限される。 

  日本は国籍に基づいた土地取得の

規制が難しい面もある。世界貿易機関

（WTO）の協定に基づき、国内外の企

業などの活動条件を平等にする「内国

民待遇」を原則としているためだ。米国

などは外資の土地取得に関する留保条

項を設けており規制が可能だ。 

  共同通信が７月に実施した世論調査

では、出入国管理や不動産取得など外

国人への規制を「強めるべきだ」との回

答が 65.6%にのぼった。「現行通りで

いい」（26.7%）、「緩めるべきだ」

（4.4%）を上回った。 

  国土交通省は外国人による不動産

取引の実態を明らかにするため、法務

省から提供された登記情報を用いた調

査を今春から始めている。都市部の新

築マンションを中心に、海外に住所の

ある所有者を振り分けていく方針だ。 

  政府も７月から国土利用計画法の施

行規則を改正、２千平方メートル以上の

住宅地や１万平方メートル以上の山林

など大規模な土地購入者の国籍の届

け出を義務づけた。県などの地方自治

体が土地の購入場所や金額などを確

認し、問題があると判断した場合は知

事らが利用目的の変更を勧告できる。 

  従来の購入場所や金額などに加え、

国籍を含めた届け出情報を国に集約

するシステムの改修費も２０２６年度予

算の概算要求に盛り込んだ。国交省の

担当者は「周辺の地価より過度に高い

価格での購入は価格高騰を招きかね

ない。外国人による購入は増えており、

適切に対応していく」と語る。 

  ただ、大規模な土地取得の届け出は

２４年で約１万８千件にとどまっており、

行政が把握できるのは年間１００万件以

上ある土地取引のごく一部に過ぎない。

法人の土地取得の場合は、法人が設立

された国の記載にとどまるため、外国

資本との関係を把握しきれない。 

  さらに今後、都市部のマンション用地

など中小規模の取得を規制するとなれ

ば、膨大な取引情報の中から問題のあ

るケースを抽出する仕組みが必要とな

る。現状の登記情報では所有者の国籍

までは把握できないため、ある国交省

幹部は「マンションなど小さな不動産取

引まで届け出制にすれば、膨大な事務

量などの面で限界がある。すべての問

題ある取引を網羅するのはハードルが

高い」と頭をかかえている。 
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  国土交通省検討   

マンション減税、適用拡大 
 住宅ローン   ４０平方メートルから 

単身・２人世帯の増加反映 
 

  国土交通省は５年ごとの住生活基本計画で、住宅ローン減税の適用基準として準拠してき

た居住面積の目安を「４０平方メートル程度」に引き下げる。現状の「最低５０平方メートル」を

改定する。狭いマンションや戸建てにもローン減税を適用できるようにする。資材高などに

よる住宅価格の高騰を踏まえ、家計の負担軽減を狙う。 （R7.11.13 日本経済新聞より） 

 

  計画は１０年間の住宅政策の方向性を定める。２０３５年

度までの計画を２５年度中に閣議決定する。計画は住宅

ローン減税のほか、不動産取得税や登録免許税の軽減、

住宅購入に関連した贈与の際の非課税措置の対象を左

右しうる。 

  新計画では２人世帯、両親と子の３人世帯、両親と未就

学の子２人の４人世帯の場合の居住面積として「４０平方

メートル程度を上回る住宅の供給や流通を推進する」と

明示する。住宅政策の基本を現在の「両親と子２人で最

低５０平方メートル」から転換する。 

  現行の住宅ローン減税は特例があるものの、適用対象

の原則は床面積が５０平方メートル以上となっている。特

例は世帯の合計所得が１０００万円以下の場合、新築に限

り４０平方メートル以上とする。国交省が示す面積は壁部

分も含めた「壁芯面積」で、床面積と比べて数平方メート

ル大きい。 

  年末にかけて与党の税制調査会を中心にローン減税

のあり方を議論する方向で、２６年度以降に減税対象が

広がる可能性がある。不動産取得税の軽減や贈与税の

非課税なども５０平方メートル以上が対象となっており、

これらも変更が視野に入る。 

  住生活基本計画で最低限必要な住居の面積は単身者

で２５平方メートル、２人以上の世帯は１０平方メートルに

人数をかけて１０平方メートルを足し合わせた値となって

いる。３歳以上の未就学児は０.５人換算とし、２人世帯な

ら３０平方メートル、３人なら４０平方メートルとなる。両親

と未就学の子２人の４人世帯でも４０平方メートルとなる

計算だ。 

  １０歳以上の子２人と両親の４人世帯では５０平方メート

ルとなり、この値を基本に税制など各種施策を組み立て

てきた。 

  転換の背景には世帯構造の変化がある。国立社会保

障・人口問題研究所によると、２０２０年と５０年の比較で

増加するのは主に単身や高齢夫婦の世帯となる。住宅価

格の高騰もあり、より小規模な住宅が増える傾向にある。

国交省の建築着工統計では、分譲マンションの床面積の

平均はピークの０１年の９５平方メートルが２４年は７０平

方メートルに小さくなった。 

  家庭の事情によって広い住まいを求めるニーズはある。

国交省の審議会でも民間委員から引き下げには「慎重な

議論が必要だ」との声が上がった。ライフステージに合わ

せた住み替えに対応した施策の充実も認められる。 

  最低居住面積は健康で文化的な生活に欠かせない住

宅を大量供給する観点で定めた。２３年時点では最低基

準に満たない世帯は３.８%にとどまる。新計画で従来の

計算式は「技術的助言」の位置づけにする。 

 

▶ 住宅ローン減税  来年以降の措置、議論へ 
  お金を借りて住宅を購入した際に税金の支払いが少なくなる国の制度。年末

のローン残高から一定の比率にあたる額を所得税などから差し引く。家計負担

が大きい住宅の取得を税制面から後押しする狙いがある。国土交通省によると

２０２３年度に新築住宅を購入した人のうち約７割が制度を使った。２４年度の減

収額は国と地方あわせておよそ１兆円だ。 

  現在は２２年から２５年の４年間の措置となっており、与党は年末にかけて税

制調査会で２６年以降の措置を議論する。現行の制度では所得税や住民税か

ら差し引けるのは借入残高の０.７%で、減税期間は新築住宅などでは１３年、中

古住宅は１０年だ。適用対象になるためには利用者の所得や床面積など一定の

要件がある。 

  借入限度額は新築と中古で差があるほか、耐震性や省エネルギー性能に応

じて差がついている。与党での議論では床面積に加えて現在の新築と中古の差をどう扱うかが焦点になりそうだ。国交省によると、２３年に

流通した住宅のうち４割が中古住宅で１３年の３割から上昇傾向にあり、中古の支援を手厚くする必要性も高まる。 
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政治連盟の組織と会費の使途        

  様々な法律がからみ、ときの政治情勢・経済情勢に左右されやすいのが不動産業です。これが「不動産業は政策産業」といわ

れる所以であり、政策産業であるがゆえに公益法人である宅建協会の活動だけでは限界があります。                         

  業界の権益を守り、不動産の円滑な流通を促進するためには、「国民の住宅取得を著しく阻害し我々の業の妨げとなっている

税制や諸規制を是正しなければならない」ということは、業界人なら誰しも認識しているところです。                           

  そして、その実現には、会員一人一人が結束して強力な“政治活動”を推し進めていかなくてはなりません。不動産業界の発展

に政治活動は不可欠です。是非、政治連盟の活動にご協力下さい。                                                      

 「静岡県宅建政治連盟」の組織 

  当連盟には、宅建協会会員（正会員･準会員･賛助会員 すべて）の代表者個人が所属して頂いております。とき

の政権政党を通じて要望・陳情を行なう活動スタンスを主眼としておりますが、もちろん、自民党だけでなく他の政

党が政権を担う場合も、積極的に要望活動や支援活動を行ないます。各種公職選挙の推薦候補者についても、当

業界に相応しい候補者を機関決定すべく協議を重ねています。 

  政治資金規正法上、県選挙管理委員会にも正しく届出をしてあり、会計も公正な処理を行なっております。会費

は、地元行政や国への要望活動など、政権政党を主軸に一定の政党に片寄ることなく政治活動全般に使用します。 

常に “まちづくり” への参画を念頭において活動しています  

  県内の懸案事項に関し、不動産業に理解ある県議会議員で構成する「宅建顧問県議団」や市議会議員・町議

会議員で構成する「宅建顧問市町議員団」の助言を得て、行政に対する積極的な要望活動を行なうことにより、都

市計画やまちづくりへの参画を常に心掛けています。 

 国の施策にも影響を与える粘り強い要望活動 

  個々の力は小さくとも、組織として一致団結すれば大きな原動力となります。全国には都道府県ごとに宅建政治連

盟が組織され、それぞれ地元で活動する一方、国の施策に対しては、その連合体である「全国宅建政治連盟」を通

じ全会員が一丸となって粘り強い要望活動を展開しています。特に、全国一斉に行なう税制改正・土地住宅政策に

関する要望活動は、国の施策に大きな影響力を与えており、我々の要望活動による成果が、業環境はもとより景気

動向をも左右するといっても過言ではありません。 

会費こそ当連盟の活動原資です  

  現在の日本経済は、経済活動の正常化を背景に持ち直し傾向にあります。不動産業は “政策産業”であり、こ

のような状況下においても、不動産関連税制の見直しや土地住宅政策等、世論も味方につけた要望活動が不可

欠です。そして、この要望活動によって得られる成果は会員がそれぞれ等しく享受できるものであり、その費用負担

についても公平を図らなくてはなりません。 

  会費こそ正に当連盟の活動原資となるものです。是非、活動内容をご理解いただき、会費納入にご協力下さる

よう宜しくお願い致します。年会費は5,000円です。 

 常に関係法令を遵守します 

  なお、当連盟のような政治団体は、政治資金規正法により法人（会社、組合等）から会費を頂くことができません。

あくまでも代表者個人の方より納入して頂くことになりますので、領収書についても代表者個人宛てになりますこと

をご了承下さい。ただし、党員登録をした会員が、自民党静岡県宅建支部（職域支部）を通じて同額の年会費を納

めて頂ける場合は、法人宛てに領収書の発行が可能です。ご不明な点や詳細につきましては、当連盟事務局または

所属地区（宅建協会所属支部）までお願い致します。 

 

 活動内容を「ホームページ」で紹介しています ！！  https://shizuseiren.jp/ 
  当連盟の活動内容を今まで以上に詳細にご報告するため、ホームページを開設しました。要望活動や 

選挙活動をはじめ、国・県・市町議員との意見交換会等、タイムリーに掲載して参ります。また、会報「静政連だより」のバックナ

ンバーも読み返すことが出来ますので、これらにより当連盟の活動について更にご理解をいただける情報ツールとして、日常

業務の合間に御覧いただければ幸いです。ご意見・ご感想もお待ちしております。        （静岡県宅建政治連盟 事務局） 
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